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令和７年度｢東京都環境影響評価審議会｣第 11 回総会 
 

日時：令和８年１月 30 日（金）午前 10 時 00 分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

議 事 

 

１ 答申 

  「（仮称）府中朝日町商業施設計画」環境影響評価書案 

  「世田谷清掃工場建替事業」環境影響評価書案 

 

２ 諮問 

  「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」環境影響評価書案 

 

３ 受理報告 

 

 

 

【審議資料】 

 

資料１ 「（仮称）府中朝日町商業施設計画」に係る環境影響評価書案について 

 

 資料２ 「世田谷清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書案について 

 

資料３ 「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」環境影響評価書案について 

 

資料４ 受理報告 
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＜出席者＞  

委員 会長 片谷委員 

 第一部会長 山下委員 

 第二部会長 宗方委員 

 安立委員 廣江委員 

 荒井委員 水本委員 

 飯泉委員 森川委員 

 尾崎委員 保高委員 

 羽染委員 横田委員 

 速水委員 渡部委員 

  （15 名） 

   

   

   

事務局 白石政策調整担当部長 

 藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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令和８年１月30日 

 

東京都環境影響評価審議会 

会 長  片谷 教孝 殿 

 

 

 

東京都環境影響評価審議会  

 第一部会長  山下 りえ子 

 

 

 

 

 

 

「（仮称）府中朝日町商業施設計画」に係る環境影響評価書案について 

 

 

このことについて、当部会において調査、審議した結果は別紙のとおりです。 

  

資料１ 
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「（仮称）府中朝日町商業施設計画」に係る環境影響評価書案について（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和７年６月 30 日に「（仮称）府中朝日町商業施設計画」環境影響評価書

案（以下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における質疑及び審議を重ね、

都民及び事業段階関係市長の意見等を勘案して、その内容について検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評価技術指

針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいものとなる

よう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】 

計画地周辺の道路交通騒音は、現況において休日・夜間の環境基準を上回る地点があり、

また、関連車両の走行により交通量が増加することで休日・昼間の環境基準を上回る地点

が生じることから、環境保全のための措置を徹底し、騒音の低減に努めること。 

 

  

別 紙 
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付 表  

 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ７年 ６ 月 30 日 評価書案について諮問 

審議会 令和 7年 ８ 月 25 日 現地視察 

部 会 令和 ７年 10 月 20 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ７年 11 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 7年 12 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ８年 １ 月 23 日 総括審議 

審議会 令和 ８年 １ 月 30 日 答申 

※都民の意見を聴く会は、都民からの公述の申し出がなかったため、開催されなかった。 
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令和８年１月30日 

 

東京都環境影響評価審議会 

会 長  片谷 教孝 殿 

 

 

 

東京都環境影響評価審議会  

 第一部会長  山下 りえ子 

 

 

 

 

 

 

「世田谷清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書案について 

 

 

このことについて、当部会において調査、審議した結果は別紙のとおりです。 

  

資料２ 
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「世田谷清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書案について（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和６年 10 月 21 日に「世田谷清掃工場建替事業」環境影響評価書案（以

下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における質疑及び審議を重ね、都民

及び事業段階関係区長の意見等を勘案して、その内容について検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評価技術指

針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいものとなる

よう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【大気汚染】 

世田谷清掃工場では、排ガス漏洩による建物内のダイオキシン類汚染が懸念されている

ことから、ダイオキシン類を含むばいじん等の事前除去方法について、周辺住民への周知・

説明を十分に行うとともに、既存建築物解体時における粉じん飛散防止対策について徹底を

図ること。 

 

  

別 紙 
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付 表  

 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ６年 10 月 21 日 評価書案について諮問 

審議会 令和 ７年 １ 月 30 日 現地視察 

部 会 令和 ７年 4 月 14 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ７年 10 月 20 日 質疑及び審議 

公聴会 令和 7年 11 月 ５ 日 都民の意見を聴く会 

部 会 令和 7年 11 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 7年 12 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ８年 １ 月 23 日 総括審議 

審議会 令和 ８年 １ 月 30 日 答申 
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７ 環 総 政 第 ６ １ ６ 号 

東京都環境影響評価審議会 

 

 

 東京都環境影響評価条例（昭和55年東京都条例第96号）第 50条の規定に基づき、 

下記事項について諮問する。 

 

 

 令和８年１月３０日 

 

東 京 都 知 事  小 池 百 合 子 

（公 印 省 略） 

 

 

記 

 

 

 諮問第５７２号 「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」環境影響評価書案 

 

 

 

 

 

  

資料３ 
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受 理 報 告（１月） 

区     分 対 象 事 業 名 称 受 理 年 月 日 

１ 環境影響評価調査計画書 墨田清掃工場リニューアル事業 令和７年12月 22日 

２ 事 後 調 査 報 告 書 

東京都市計画道路放射第35号線及び

東京都市計画道路放射第36号線（板

橋区小茂根四丁目～練馬区早宮二丁

目間）建設事業（工事の施行中その

１） 

令和７年12月８日 

目黒清掃工場建替事業（工事の完了

後） 
令和７年12月 12日 

西東京都市計画道路３･２･６号調

布保谷線（西東京市東伏見～北町

間）建設事業（工事の施行中その15） 

令和７年12月 16日 

３ 変 更 届 

東京駅前八重洲一丁目東地区第一

種市街地再開発事業 
令和７年12月 12日 

八重洲一丁目北地区第一種市街地

再開発事業 
令和７年12月 19日 

 

 

資料４ 


